
※　資料の出所は、いずれも下記アドレスの省エネルギーセンターＨＰから入手できます。
http://www.eccj.or.jp/index.html

改正省エネルギー法の概要について

　エネルギーの使用の合理化に関する法律が改正され、平成２２年４月１日に施行されたことに伴い、県
は、同法の「特定事業者」として、年平均１パーセント以上の省エネルギーを行うことが義務付けられる
こととなりました。
　今後、同法を遵守するため、各施設においても強力に省エネルギーを推進する必要があります。

　県庁舎のエネルギー使用状況は、逓減しています。
　エネルギー使用量は、気象条件や、庁舎の利用状況により、大幅な変動を余儀なくされるため、省エネ
ルギー施策に対して定量的に効果を把握することは困難ですが、取り組みの一例として紹介します。

　県においては、事業者として、省エネ法に準拠して省エネに関する組織・計画の整備や、エネルギー使
用機器の省エネマニュアル（管理標準）等の作成を行う必要があります。

　２　法定手続き等（Ｐ４、５）

　１　省エネ法の概要（Ｐ２、３）

テキスト２

　３　県庁舎のエネルギー使用状況と省エネの取り組み（Ｐ６、７）
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　１　省エネ法の概要

　部門ごとの最終エネルギー消費量の推移をみると、産業部門が横ばいで推移する一方、民生部門は大幅
に増加している。

　（１）省エネルギー法の経緯

　石油危機を契機として、昭和５４年に
　　① 内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に
　　　 資するため
　　② 工場、輸送、構築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるた
　　　 めに必要な措置等を講ずること
　を目的に制定。

　（２）省エネルギー法改正の背景

部門別最終エネルギー消費の推移

エネルギー消費指数（1973年度＝100）

生産が増加しても、エネ
ルギー消費指数が増加
していない。
→産業部門の省エネル
ギーは進んでいる。

生活環境の向上に伴い、
民生部門のエネルギー
消費が増えた。
→民生部門の省エネル
ギー対策が必要。

省エネ法の改正
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　（３）改正省エネ法の規制対象

　今般の改正において、法の規制対象は「事業場」から「事業者」へと拡大され、これに伴い、
県（知事部局）の各施設も規制対象となりました。

　改正省エネ法では、
　・間借りしている事務所
　・事業所に付属する設備
も含めて対象となります。

改正前の省エネルギー法の規制対象は、「事
業場」であったのに対し、改正省エネ法では、
「従来の事業所」に加え、「事業者」も規制対
象となった。

一定規模以上の「事
業場」が規制対象。

一定規模以下の「事
業場」は対象外。

「事業者」の全ての構
築物が規制対象。

一定規模以上の「事
業者」が規制対象。
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１　事業者全体のエネルギー使用量の把握

４　エネルギー管理統括者等の選任

５　事業者単位でのエネルギー管理の実施

６　中長期計画書・定期報告書の提出

　２　法定手続き等

・県（知事部局）全体の対象施設の確定及びエネル
　ギー使用量の把握。
・知事部局においては、各部局ごとに集計を実施。

「エネルギー管理」とは、具体的には
・判断基準の遵守（後述）
・年平均１パーセント以上のエネルギー消費原単位の改善
　（省エネ）である。

・所管省庁に対し、毎年１回の定期報告の義務
・県（知事部局）においては、省エネに係る諸調査の結果
　を踏まえ、中長期計画を策定する。

・県（知事部局）においては、省エネ推進本部等の組織設
　置を検討中。
・エネルギー管理統括者については、法では「事業の実施
　を統括管理する者」である。（役員クラスを想定）

　　（１）法定手続きの概要
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　（２）用語の解説等

　　エネルギー消費原単位の低減とは

エネルギー消費原単位＝（Ａ－Ｂ）／Ｃ

Ａ＝エネルギー使用量

Ｂ＝外販したエネルギー使用量

Ｃ＝エネルギーの使用と密接な関係を持つ値

　県庁舎の場合（Ｈ２０年度実績）

Ａ＝２，２５２ｋｌ、Ｂ＝０ｋｌ、Ｃ＝７８，６２４㎡

Ｈ２０年度エネルギー消費原単位は、
2,252ｋｌ/78,624㎡＝0.02864 （①）

床面積が同じ場合、次年度のエネルギー
消費原単位は、0.02835 （①×0.99）

平成２１年度は、原油換算で約２３ｋｌの省
エネが必要となる。（2,252ｋｌ×0.01）

※　一般的な施設では、Ｂ＝なし。
　　　また、工場等以外の通常の施
　　　設は、Ｃ＝建物床面積である。

原油換算で２３ｋｌとは

・電力換算　約 90,000 ｋｗｈ
　（県庁舎全体の約３日分に匹敵）

・重油換算　約 23,000 ℓ
　（県庁舎全体の冬季１１月分に匹敵）
　※県庁舎はコジェネを導入しているため、重油使
　　 用量は一般的な建物と比較して少ない。

改正省エネ法は、エネルギーの使
用を効率よく行うことが目的である。
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　３　県庁舎のエネルギー使用状況と省エネの取り組み

　・省エネルギー型設備への改修等については、長期の準備と多額の費用が必要。
　・当面は、エネルギー消費機器の運用等、ソフト対策に依拠せざるを得ない状況。
　・県庁舎のエネルギー使用量を見ると、逓減傾向にある。

エネルギー量（ＧＪ）
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省エネ施策に対する効果の
定量的把握は困難である
が、ソフト対策においても、一
定程度の効果があるものと
思われる。

106,390ＧＪ

88,291ＧＪ

ＯＡ機器等については、通常
ベースで省エネ化が進んでお
り、省エネの追風となっている。

県庁舎の省エネ対策例
・照明の間引き、休憩時の消灯
・冬季以外の自動ドア開放
・エレベータの間引き
・冷房抑制の徹底
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　（２）「判断基準」に基づく「管理標準」の作成・整備

　（１）各年度のエネルギー使用量の把握

　まとめ　各施設管理者の行う事務

　判断基準とは、エネルギーを使用し事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切
かつ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を、経済産業大臣が定め、告示と
して公表したものです。
　事業者は、この「判断基準」に基づき、省エネルギー分野ごとやエネルギー消費設備ごと
に、運転管理や計測・記録、保守・点検の管理標準を定め、これに基づきエネルギーの使用の
合理化に努めなければなりません。
　具体的には、知事部局においては、財産管理課が雛形を作成し、後日作成依頼予定。

　平成２１年度実績については、所管省庁に対し１１月末日まで報告。
　平成２３年度に報告を行う平成２２年度実績については、７月末日までの報告である。

　各施設で作成・整備する「管理標準」に基づき、年平均１パーセント以上のエネルギー消費
原単位の低減（省エネ）を行わなければならない。

　（３）年平均１パーセント以上の省エネ（エネルギー消費原単位の低減）

7


